
番号 項目 問 答

1-1 対象
「賃金改善部分」の処遇改善の対象は、保育士や幼稚園教諭、保

育教諭に限られるのでしょうか。

幼稚園教諭だけでなく、調理員や栄養士、事務職員など、各幼稚

園に勤務する全ての教職員（法人役員を兼務する園長を除く。）

が対象となります。

ただし、延長保育や預かり保育等の通常の教育・保育以外のみに

従事している教職員は対象となりません。

1-2 対象 非常勤職員は今回の処遇改善の対象となるのでしょうか。 非常勤職員も対象となります。

1-3 対象 派遣の教職員は今回の処遇改善の対象となるのでしょうか。

派遣の教職員も対象とすることができますが、その場合、派遣元

事業所を通じて賃金改善が確実に行われることを確認する必要が

あります。

1-4 対象
育児休業（産前・産後）を取得予定の教職員は今回の処遇改善の

対象となるのでしょうか。

いずれも対象となります。

なお、教員の場合は補助金算定の対象とすることも可能です。

1-5 対象

「賃金改善部分」の処遇改善について、法人役員を兼務する園長

は対象外とありますが、ここでいう「法人役員」の範囲はどこま

ででしょうか。

「法人役員」については、賃金の決定を含む幼稚園の経営判断に

携わる者を想定しており、例えば、理事、監事及び評議員が該当

します。

1-6 対象

「賃金改善部分」の処遇改善について、法人役員を兼務する園長

は対象外とありますが、役員報酬を受け取っていない場合も対象

外となりますか。

対象外となります。

1-7 対象

「賃金改善部分」の処遇改善について、法人役員を兼務する園長

は対象外とありますが、勤務する幼稚園ではない別法人の役員を

兼務している場合も対象外となりますか。

対象となります。

1-8 対象

「賃金改善部分」の処遇改善について、法人役員を兼務する園長

は対象外とありますが、園長以外の教職員が法人役員を兼務して

いる場合も対象外となるのでしょうか。

園長以外の教職員が法人役員を兼務している場合は、当該教職員

は対象として差し支えありません。

1-9 対象
「賃金改善部分」の処遇改善について、全ての職員を対象とする

必要があるのでしょうか。一部でも良いのでしょうか。

賃金改善の具体的な方法や対象・個々の教職員ごとの賃金改善額

については、設置者の判断により決定することが可能です。

私学助成園の処遇改善に係るFAQ（令和４年２月４日時点版 ）　　　※　国が作成したものを一部加工しています。
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1-10 対象 上限額の算定でいう教員の中に、教育補助員は含まれるか。 教育補助者は教員に含みません。

1-11 対象

時給で働いているパート職員などは固定給がなく、毎月労働時間

によって給与が決まるが対象となるのか。もしも対象となるなら

ば、3%（9,000円）はどのような計算をすれば良いのか。例えば

時給を3%上げる方法などが考えられる。

パート職員の方も、本補助金を活用して処遇改善することは可能

です。

方法は各幼稚園で異なると思いますが、時給を上げる方法が一般

的と考えます。

1-12 対象

幼稚園の教育体制支援事業「賃金改善に係る計画書」について、

「法人役員を兼務する園長」は対象外ですが、「理事長と事務長

を兼任」の場合は対象となるのでしょうか。

「理事長と事務長を兼任」する場合は補助対象です。

1-13 対象 事務長・事務職員の発令が本部職員ですが対象ですか。 法人本部に経費が計上されている方は補助対象外です。

2-1 要件

「賃金改善部分」の処遇改善について、「補助額は、教職員の賃

金改善及び当該賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負

担分に全額充てること」とされていますが、総額として補助金交

付額を下回る改善とすることはできないのでしょうか。

補助金額は、各幼稚園に対して配分する額を機械的に算定したも

のであり、必ずしも補助金額の範囲内又は補助金額を超えて、処

遇改善に取り組まなければならないものではありません。

なお、残余の補助金については、国庫返納することとなります。

2-2 要件

「賃金改善部分」の処遇改善について、「最低でも賃金改善の合

計額の３分の２以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当

の引上げにより改善を図ること」とされていますが、事業期間終

了後、基本給等による改善額が３分の２を下回っていた場合は、

補助金は全額返還となるのでしょうか。

賃金改善計画策定時に予期することができない事情により、やむ

を得ず基本給又は決まって毎月支払われる手当による改善額が賃

金改善額の３分の２を下回る結果となってしまった場合について

は、特段の理由がある場合に該当するものとして返還する必要は

ありません。

2-3 要件

「賃金改善部分」の処遇改善について、令和４年４月以降に、令

和４年２月分及び３月分の賃金改善を遡及して支払うことは可能

でしょうか。

令和４年２月から実際に教職員の賃金改善を行うことを要件とし

ています。賃金規程等の改定に一定の時間を要することを考慮

し、３月に、２月分及び３月分をまとめて一時金により支給する

ことも可能ですが、４月以降に支払う場合には補助対象外になり

ます。

2



番号 項目 問 答

私学助成園の処遇改善に係るFAQ（令和４年２月４日時点版 ）　　　※　国が作成したものを一部加工しています。

2-4 要件

令和４年３月に令和４年２月分を含めて一時金を支給する予定だ

が、その場合は令和４年３月から開始する事業として申請する形

で良いか。

令和４年２月分を対象とする場合は、令和４年２月の事業として

令和４年２月１７日（木）までにご提出ください。

2-5 要件

「基本給又は毎月支払われる手当の引上げにより改善を図るこ

と」と記載がありますので、継続的に毎月支払われる手当を創設

すれば対応可能と判断したのですが、理解が違いますでしょう

か。

「継続的に毎月支払われる手当を創設」で対応することは可能で

す。

ただし、一旦、本俸を減額し、その分を手当で賄うといったこと

がないよう、一人当たりの総額について注意が必要となります。

2-6 要件
「３％程度（月額9,000円)」の処遇改善を毎月、対象者全員に達

成しなければならないのか。

幼稚園で働く方の平均給与から、３％程度（月額9,000円）を国

が想定したものですが、各幼稚園の実情を踏まえ、必ずしも

9,000円を上限や下限とするのではなく、園の裁量で増減させる

ことが可能です。なお、補助金が余った場合は、返還することと

なります。

2-7 要件

私学以外の場合は2月から処遇改善をすることが補助条件となっ

ているが、私学の場合は4月からでも問題ないのか。また、2月か

ら処遇改善を実施する場合と、4月から処遇改善を実施する場合

で、9月までの補助率等に何か違いはあるのか。

本事業では、各幼稚園のご意向を尊重し、処遇改善の実施時期を

柔軟に設定することとしておりますが、４月から処遇改善を行う

場合、２月・３月分の補助金は交付する必要がないため、４～９

月分の補助金が交付されます。実施時期に応じて、配分される予

算額が異なる以外、違いはありません。

2-8 要件
基本給（本俸）でなく、処遇改善手当といった手当の形で支給し

ても問題ないでしょうか。

賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提とした上で、基本

給又は決まって毎月支払われる手当の引上げにより改善を図るこ

とは認められます。

2-9 要件

今回の経済対策は、通常昇給以外で３％程度の上乗せを行う事を

目的としていると思いますが、金額に関しては、３％程度という

率を優先するのか、法定福利込みの９，０００円を優先するのか

どちらでしょうか。

幼稚園で働く方の平均給与から、３％程度（月額9,000円）を国

が想定したものですが、各幼稚園の実情を踏まえ、必ずしも

9,000円を上限や下限とするのではなく、園の裁量で増減させる

ことが可能です。
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2-10 要件

時給や日給は月によって、給与総額が変動する。基準月が固定さ

れてしまうと、「割合」の算定に影響を及ぼすが、どのようにす

ればよいか。

時間数や勤務日数等の変動要因を考慮してしまいますと、かえっ

てミスや作業負担が生じます。そのため、単純に処遇改善を行う

月の前月としていただいて差し支えありません。なお、「割合」

が３％を下回ることをもって補助対象外とするものではありませ

ん。

2-11 要件
補助対象となる賃金改善額の下限の設定はないということでよろ

しいでしょうか。

個々の上限・下限の設定はありません。

算定した補助金を活用して、各幼稚園の判断により決定すること

ができます。

2-12 要件

２月から9月までがこの補助の対象となっております。９月まで

予想可能な限り実際に近い金額を「基本給および決まって毎月支

払う手当」に入れたいと思いますが、非常勤の場合は毎月変動し

またコロナ対応により非常にシフトなどが予想しにく状態があ

り、実績額との相違が確実です。このような想定の下で申請は可

能でしょうか。

申請可能です。

申請時点では計画（薄橙のセル）をご記入いただき

各月の金額が確定したら、実績（水色のセル）をご記入いただく

こととしております。

2-13 要件 「賃金」の範囲はどこまでか。

職員（非常勤の教職員及び法人の役員等を兼務している教職員を

含む。）の賃金（退職金（注）及び法人の役員等としての報酬を

除く。）

2-14 要件 「法定福利費等の事業主負担分の増」の範囲はどこまでか。

健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、子ども・子育て拠出

金、雇用保険料、労災保険料等における、処遇改善による賃金上

昇分に応じた事業主負担増加分、法人事業税における処遇改善に

よる賃金上昇分に応じた外形標準課税の付加価値額増加分、退職

手当共済制度等における掛金等が増加する場合の増加分を想定し

ています。

3-1
賃金改善額の

算定方法等

本事業の実施月以降に、施設型給付費の支給を受ける幼稚園に移

行した場合の取扱いについて。
関係省庁と検討中です。
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3-2
賃金改善額の

算定方法等

「賃金改善部分」の処遇改善について、全ての教職員に対し

9,000円の賃金改善を行うことが必要なのでしょうか。また、

9,000円を超えて賃金改善を行うことも可能でしょうか。

申請時点の教員数に基づいて補助上限額を算定しますが、実際の

配分に当たっては、学校法人の判断によることができます。した

がって9,000円を超えて賃金改善を行うことも可能です。

ただし、特定の教職員に合理的な理由なく偏って賃金改善を行う

といった、恣意的な賃金改善が行われないよう留意する必要があ

ります。

3-3
賃金改善額の

算定方法等

「賃金改善部分」の処遇改善について、賃金改善額は、一律同額

とする必要があるのでしょうか。

賃金改善の具体的な方法や対象、個々の教職員ごとの賃金改善額

については、学校法人の判断により決定することが可能です。

3-4
賃金改善額の

算定方法等

賃金改善を行った場合、社会保険料等の負担も増加しますが、こ

の増加分についても「月額9,000円相当」の中から捻出するので

しょうか。

賃金改善に伴う社会保険料の事業主負担分の増加分については、

賃金改善分とは別に上乗せして補助上限額に加算しています。

3-5
賃金改善額の

算定方法等

事業者の業績等に応じて賃金の水準を低下させることは認められ

るか。

認められません。

「業績等」とは、事業者の業績等ではなく、職員個人の業績等を

指し、「業績等に応じて変動するもの」とは、事業者の給与規定

等に基づき、職員個人の業績等に応じて変動することとされてい

る賞与等を指します。したがって、事業者の業績等の低下を理由

として、賃金の水準を低下させることはできません。

3-6
賃金改善額の

算定方法等

「決まって毎月支払われる手当」に、通勤手当や扶養手当は含ま

れるでしょうか。

通勤手当や扶養手当を始めとする個人的な事情に基づいて支払わ

れる手当については、含まれません。

3-7
賃金改善額の

算定方法等

「決まって毎月支払われる手当」により賃金改善を行う場合、手

当を新設する又は既存の手当を増額するいずれの方法がよいので

しょうか。

いずれの方法でも可能です。既存の手当を増額する場合は、各幼

稚園において賃金規程等を変更するなど、当該手当を増額して本

事業による賃金改善を行うことが分かるようにしておく必要があ

ります。
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3-8
賃金改善額の

算定方法等

法定福利費等の事業主負担分の算式は「標準」とされています

が、示されている以外の算出方法によることは可能でしょうか。

実施要綱でお示ししているのは「標準」の算定方法になりますの

で、各幼稚園の実情に応じた算出方法によることも可能です。

（例：幼稚園が職員分を除いて計算できるのであれば、教員の事

業主負担割合で提出も可能。）

3-9
賃金改善額の

算定方法等

法定福利費等の事業主負担分の算定式について、補助対象外であ

る「法人役員を兼務する施設長」分も含んで算定するということ

でよろしいでしょうか。

「法人役員を兼務する施設長」など補助対象外となる者の負担分

は算定に含めません。

3-10
賃金改善額の

算定方法等

法定福利費等の事業主負担分の算定式の分母となる「賃金の総

額」には、法定福利費が含まないか。

賃金の総額には法定福利費は含めません。

例えば、私立幼稚園の人件費支出の内訳が、

　本俸、期末手当、その他手当、法定福利費

に区分されていると仮定した場合、賃金の総額は、

　本俸、期末手当、その他手当

の合計となり、法定福利費は含まずに計算します。

3-11
賃金改善額の

算定方法等

賃金改善の対象は「教職員」となっていますが、申請書類の上限

額の算定資料を拝見すると、「教員数」となっています。職員の

給与を改善しても上限額の算定上は、その職員は含まないという

ことでよろしいでしょうか。

補助金額の算定に当たっては、教員数に応じて園ごとに総額を算

定し、その総額の範囲内で教員以外の職員の方々も含め、処遇改

善に取り組んでいただくスキームということです。

3-12
賃金改善額の

算定方法等

非常勤職員について、時給で雇用している者については、月の勤

務時間や日数により給与が変動しますが、基準月の給与はどのよ

うに記入すればよろしいでしょうか。（時給を上げても、３月は

春休みがあるので、マイナスとなる可能性がある。）

基準月の給与について、そのまま記載いただいて差し支えありま

せん。
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3-13
賃金改善額の

算定方法等

時給で勤務している非常勤職員（パートタイマー）の補助上限額

については、どのように考えるべきでしょうか。基準や参考とな

る算定方法などはありますでしょうか。

各幼稚園の補助金上限額の算定は、教員（常勤・非常勤）数のみ

で計算されるため、非常勤職員（パートタイマー）の方は、補助

金算定の対象ではありません。

しかしながら、各幼稚園に配分される補助金を活用して非常勤職

員（パートタイマー）の処遇改善を行うことは可能です。

3-14
賃金改善額の

算定方法等

処遇改善の対象は「教職員」となっていますが、上限額の算定に

も「職員」は入るのでしょうか。

各幼稚園の補助金上限額の算定は、教員（常勤・非常勤）数のみ

で計算されるため、職員の方は、補助金算定の対象ではありませ

ん。

3-15
賃金改善額の

算定方法等

私学以外では園児数によって補助対象となる人数の制限があるよ

うだが、私学にはこのような補助対象人数制限はないものと理解

して良いのか。

内閣府事業と異なり、本事業では園児数による補助金額の算定は

行いません。

3-16
賃金改善額の

算定方法等

交付申請額の算定方法において、2.法定福利費等の事業主負担分

の算式において、賃金総額の賃金には、通勤交通費も含むのか。
含まれます。

3-17
賃金改善額の

算定方法等

「【様式】処遇改善」の「Ⅱ交付申請額等の算定方法について」

の１つ目の○の申請時点の教員数につきまして、４月採用予定者

がいる場合、２，３月の申請においても、４月採用予定者を人数

に加えても良い、ように見えますが、その解釈でよろしいでしょ

うか。

また、この場合、３月退職者は減じなくても良いのでしょうか。

現時点で新たに採用を予定している場合は、算定に加えることが

できます。

ただし、定年退職や任期満了に伴う教員の後任補充の場合は、申

請時点で在籍している教員分として、重複するため、新たに算定

に加えることはできません。

3-18
賃金改善額の

算定方法等
教員数に参入できる職種はどのようなものか。

副園長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、講師、養護

教諭、養護助教諭、栄養教諭を想定しております。

3-19
賃金改善額の

算定方法等

事務員は、交付申請額の算定には含まれず、支給対象にのみ、含

まれるということでしょうか。
そのとおりです。
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3-20
賃金改善額の

算定方法等

事務職を含めた職員については、算定の対象とはならないので

しょうか。

補助額の算定に当たっては、教員数だけで算定するため、事務職

員は算定対象に含まれません。

しかしながら、算定された補助金を活用する際には、事務職員に

充当することができます。

3-21
賃金改善額の

算定方法等

令和4年度で職員に定期昇給があるのですが、4月の賃金改善見

込み額には定期昇給を加算するのでしょうか。

今般の処遇改善の取組は、定期昇給とは別に行っていただくこと

となります。そのため、本補助金を定期昇給分に充当することも

できません。

3-22
賃金改善額の

算定方法等

基準月の給与について、給与総額（基本給、職務手当、給食手当

等）で宜しいでしょうか。

基準月の給与総額は、通勤手当や扶養手当を始めとする個人的な

事情に基づいて支払われる手当を除いた額となります。

3-23
賃金改善額の

算定方法等

処遇改善を4月から開始をした場合、基本給が4月から定期昇給

します。その場合どのようにしたら宜しいのでしょうか。

定期昇給後の金額に、処遇改善に要した額が補助対象となりま

す。

3-24
賃金改善額の

算定方法等

令和4年2月の処遇改善について、3月に2，3月の処遇改善分をま

とめて支払った場合は、2月も処遇改善を行ったとみなして良い

でしょうか。実施要領を見ると、2、３月分をまとめて一時金等

により支払うことは可能であると考えております。

可能です。

様式への記載方法ですが、２月と３月に賃金改善分をそれぞれ記

載いただくのみです。

令和３年度内であれば、いつ支払ったのかは問いません。

ただし、その場合も２月分の提出期限で交付申請書をご提出して

いただく必要があります。

3-25
賃金改善額の

算定方法等

交付申請額（上限額）の算定について、算定に用いる教員数は、

「申請時点における教員数（非常勤を含む。）」であり、４月の

新規採用予定者も加えることができるとのことですが、処遇改善

を行う教員の数ではなく、在籍（又は新規採用予定）の教員の数

ということでよろしいでしょうか。

在籍している教員数で差し支えありません。
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3-26
賃金改善額の

算定方法等

算定に用いる教員数に加えることができる新規採用予定者は、４

月の新規採用予定者のみであり、５月以降の新規採用予定者は対

象外ということでしょうか。それとも、申請時点で既に採用が決

まっている新規採用予定者は、５月以降の採用であっても加える

ことができるのでしょうか。

現時点で５月以降の採用であっても、算定に加えることができま

す。ただし、定年退職や任期満了に伴う教員の後任補充の場合

は、申請時点で在籍している教員分として、重複しているため、

新たに算定に加えることはできません。

3-27
賃金改善額の

算定方法等

算定に用いる教員数は、「賃金改善に係る計画書」の職種欄が

「教員」となる者の数と一致するという理解でよろしいでしょう

か。

申請時点では、そのようになります。

3-28
賃金改善額の

算定方法等

「賃金改善に係る計画書」について、「職種」欄の選択につい

て、幼稚園教諭免許を有している職員が、事務と教務を兼ねてい

るような場合（兼任教諭）は、「教員」と「事務職員」のどちら

を選択すべきでしょうか。主に従事している業務でしょうか。

主たる業務を選択してください。

なお、主たる業務については、辞令や労働契約書等において明確

にされているものと考えます。

3-29
賃金改善額の

算定方法等

教育補助者は、「その他」を選択するということでよろしいで

しょうか。
そのとおりです。

3-30
賃金改善額の

算定方法等

家族の扶養控除を受けられる範囲で勤務したいなどの理由で賃金

改善を望まない者がいる場合、賃金改善を行わない理由を備考に

記載して差し支えないか。

差し支えありません。

4-1 その他 10月以降も今回の制度が適用されるのか。
10月以降は東京都による事業として実施予定ですが、補助率など

の詳細は追って連絡いたします。

4-2 その他

幼稚園の教育体制支援事業「賃金改善に係る計画書」について、

基準月の給与がありますが、時給の場合はどうすればいいのか。

また、４月から復職予定者が日給の場合もどうしたらいいので

しょうか。

時給や日給の場合も基準月の総額をご記入ください。

事業期間中における復職者等、基準月の算定が困難な場合は、空

欄としていただき、備考欄に「R4.4復職」と記載するようにして

ください。

4-3 その他
私学助成園の場合の実績報告は、年１回でよろしいでしょうか。

それとも新制度移行園と同様に毎月実績報告するのでしょうか。

実績報告は、年度ごとに１回となります。毎月ご対応いただくも

のではありません。
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4-4 その他 その他の欄には時間外を入力するのでしょうか
「その他」欄は「基本給又は決まって毎月支払われる手当」以外

の方法で支給した場合、その金額を記載いただきます。

4-5 その他

「賃金改善は、基本給または毎月支払われる手当の引き上げによ

り行うこと、やむを得ない場合は、令和４年２月・３月分につい

てはこの限りではない」とありますが、給与規定の改定が３月の

理事会で行われるため、２月分・３月分については４月以降に何

らかの形で支給するという方法をとってもよろしいでしょうか。

それとも一時金という形でその月に支給することが好ましいので

しょうか。

一時金として、２月、３月に支払っていただくこととなります。

４月以降に支払った場合は対象とすることができません。

4-6 その他

「基準月の給与」欄について、時給制の非常勤職員等、毎月の給

与が一定でない職員の場合も、処遇改善を開始する前月に支給さ

れた給与の実績を記入するということでしょうか。

そのとおりです。

4-7 その他

実績報告時の「法定福利費等の事業主負担分の増」欄について、

記入要領には「増額分を計算して金額を入力してください」とあ

りますが、計算方法は示していただけるのでしょうか。その月に

処遇改善が行われた教職員分の「法定福利費等の事業主負担額」

を合計し、「割合」の合計欄と掛け合わせて算出するということ

でしょうか。

お手数ですが、各月ごとに個別に計算してください。

4-8 その他 処遇改善の取組はいつまで続ける必要があるのか。

本補助金は「賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提」に

実施するものです。補助期間終了後も、取組の継続が求められま

す。

4-9 その他 額の確定における根拠書類は、どこまで提出する必要があるか。

各幼稚園において、申請や支出等の根拠となる書類を、本事業に

係る事務を実施した日の属する年度の終了後５年間保存してくだ

さい。また、国や都道府県の求めに応じて、提出することができ

るようにしてください。
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4-10 その他
法定福利費等の割合や処遇改善分の支給したとする根拠書類とし

ては何が必要となるか。

各幼稚園において、根拠書類として用いたもの（賃金規程、賃金

台帳、給与明細等）となります。
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